
‐‐ 経営・労務管理のエキスパー ト

事務所エユース
社会保険労務十 光 木 事 務 所

柳

協

事

務

険

労讐
労

第

京 都 市 西 京 区 嵐 山 富 ノ北 町 8番 1 8

TEL(075)864-3336

FA X(075)864-3367 ■=616-0025

上
限
規
鰯
覇
″錫
黎
舞
一難
一麗
効
率
化

，””一一̈一̈一一一一一一一一̈̈一̈一，！，”，一，，”一”””一

猶
予
あ
て
に
勉
繋
瑠

．め
の
対
応
を

「働
き
方
改
革
法
案
」
が
、

よ
う
や
く

国
会
に
上
程
さ
れ
ま
し
た
。

政
局
の
大
変

動
に
加
え
、

基
礎
デ
ー
タ
の
不
備
問
題
も

あ
り
、

出
だ
し
か
ら
つ
ま
づ
い
た
感
が
あ

り
ま
す
。

昨
年
、

作
成
さ
れ
た
法
案
要
綱
と
比
べ
、

企
画
型
裁
量
労
働
制
関
連
の
内
容
が
カ
ッ

ト
さ
れ
た
ほ
か
、

中
小
企
業

へ
の
配
慮
が

加
え
ら
れ
、

施
行
日
に
つ
い
て
も
調
整
が

実
施
さ
れ
ま
し
た
。

ま
ず
、

施
行
予
定
日
を
確
認
し
ま
し
ょ

，一ノ。
①
労
働
時
間
法
制
等

（労
基
法

・
安
衛
法
）

の
改
正
…
平
成
３．
年
４
月
１
日

②
中
小
企
業
に
対
す
る
適
用
猶
予

（前
記

の
う
ち
労
働
時
間
の
上
限
規
制
に
関
す

る
部
分
）
…
平
成
３２
年
４
月
１
日

③
中
小
企
業
に
対
す
る
割
増
賃
金
率

（月

６０
時
間
超
に
５
割
）
の
適
用
猶
予
廃
止
…

平
成
３５
年
４
月
１
日

④
同

一
労
働
同

一
賃
金

（パ
ー
ト
労
働
法

・

労
契
法

・
派
遣
法
）
関
連
の
法
整
備
…

平
成
３２
年
４
月
１
日

⑤
中
小
企
業
に
対
す
る
適
用
猶
予

（前
期

の
う
ち
パ
ー
ト
労
働
法

・
労
契
法
に
関

す
る
部
分
）
…
平
成
３３
年
４
月
１
日

裁
量
労
働
制
関
連
は
、

対
象
業
務
の
拡

大
と
保
護
規
制
の
強
化
の
両
方
を
含
め
て
、

バ
ッ
サ
リ
と
削
除
さ
れ
て
い
ま
す
。

保
護

規
制
に
つ
い
て
は
、

「
健
康
福
祉
確
保
措

置
の
強
化
」
、

「始
終
業
時
刻
の
自
由
決
定

の
明
記
」
等
が
含
ま
れ
て
い
ま
し
た
。

今
回
法
案
を
契
機
と
し
て
、

裁
量
労
働

制
の
問
題
が
ク
ロ
ー
ズ
ア
ッ
プ
さ
れ
ま
し

た
。

少
な
く
と
も
、

裁
量
労
働
制
を
採
る

会
社
で
は

「削
除
さ
れ
た
義
務
」
も
踏
ま

え
な
が
ら
、

過
労
死
防
止
対
策
に
努
め
る

の
が
賢
明
で
し
ょ
う
。

中
小
企
業
の
適
用
猶
予
は
、

確
か
に
朗

報
で
す
。
し
か
し
、

例
え
ば
年
体
の
強
制

付
与

（最
低
５
日
）
等
の
規
定
は
、

猶
予

対
象
と
な
っ
て
い
ま
せ
ん
。

年
５
日
の
年
休
付
与
が
実
現
で
き
て
い

な
い
企
業
で
は
、

業
務
体
制

。
人
員
配
置

の
大
幅
な
見
直
し
が
求
め
ら
れ
ま
す
。

労

働
時
間
把
握
義
務
の
強
化
な
、

実
務

へ
の

影
響
大
で
す
。

法
案
の
審
議
が
ス
ム
ー
ズ
に
進
む
と
は

考
え
に
く
い
で
す
が
、

現
行
ス
ケ
ジ
ュ
ー

ル
を
前
提
に
、

早
め
の
準
備
を
心
が
け
る

必
要
が
あ
る
で
し
ょ
う
。



退職金の確保措置

鋼
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緊
鶴
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登
目
囲

ち
ょ
っ
と
古
い
で
す
が
、

平
成
２５
年

の
厚
生
労
働
省

・
就
労
条
件
総
合
調
査

か
ら
、

退
職
金
制
度
の
実
情
を
み
て
み

ま
し
ょ
う
。

退
職

一
時
金
の
あ
る
企
業
の
支
払
準

備

（複
数
回
答
）
は
、

「社
内
準
備
」

６４
・
５
％
、

「中
小
企
業
退
職
金
共
済

制
度
」
４６

・
５
％
、

「特
定
退
職
金
共

済
制
度
」
７
●
５
％
な
ど
と
な
っ
て
い

ま
す
。

「社
内
準
備
」
が
第

一
位
と
な
っ

て
い
ま
す
が
、

「
お
金
に
色
は
つ
い
て

い
な
い
」
の
で
、

資
金
繰
り
が
苦
し
く

な
れ
ば
、

他
に
流
用
し
て
し
ま
う
可
能

性
も
あ
り
ま
す
。

特
に
定
年
退
職
者
に
と
っ
て
は
、

老

後
の
生
活
資
金
と
し
て
、

退
職
金
に
対

従
業
員
に

「今
月
の
賃
金
」
も
払
え
な

い
と
い
う
の
は
、

経
営
の
末
期
症
状
で
す
。

し
か
し
、

そ
こ
に
至
ら
な
い
ま
で
も
、　

一

括
で
退
職
金
を
支
払
う
だ
け
の
手
持
ち
資

金
が
な
い
ケ
ー
ス
も
考
え
ら
れ
ま
す
。

賃

金
支
払
確
保
法
で
は

「退
職
手
当
の
保
全

措
置
」
を
定
め
て
い
ま
す
が
、

努
力
義
務

に
と
ど
ま
り
、

履
行
企
業
は
１７
％
と
い
う

状
況
で
す
。

す
る
期
待
は
大
で
す
。

会
社
の
経
営
が

左
前
に
な
る
と
、

従
業
員
は

「本
当
に

退
職
金
を
全
額
も
ら
え
る
の
か
」
と
不

事
業
主
で
す
。

労
基
法
で
は
、

退
職
金
の
支
払
い
そ

の
も
の
を
義
務
付
け
て
い
な
い
の
で
、

退
職
金
規
定
の
な
い
会
社
は
、

当
然
、

保
全
措
置
も
講
じ
る
必
要
が
あ
り
ま
せ

ん
。

そ
の
ほ
か
、

次
の
事
業
主
も
対
象

外
と
な
り
ま
す

（賃
確
則
第
４
条
）。

①
社
外
積
立
を
し
て
い
る
事
業
主

（中

小
企
業
退
職
金
共
済
制
度
、

特
定
退

職
金
共
済
制
度
、

厚
生
年
金
基
金
、

確
定
給
付
企
業
年
金
等
の
制
度
を
持

つ
事
業
主
）

②
過
半
数
労
組

（な
い
と
き
は
過
半
数

保
全
措
置
と
し
て
、

賃
確
則
第
５
条

の
２
で
は
、
４
種
類
を
示
し
て
い
ま
す
。

イ
　
銀
行
そ
の
他
の
金
融
機
関
と

一
定

額

（要
保
全
額
）
の
支
払
い
を
保
証

す
る
契
約
を
締
結

口
　
信
託
会
社
等
と
要
保
全
額
に
つ
い

て
の
信
託
契
約
を
締
結

ハ
　
退
職
手
当
の
支
払
に
係
る
債
権
を

被
担
保
債
権
と
す
る
質
権
等
を
設
定

二
　
退
職
手
当
保
全
委
員
会
を
設
置

二
の
委
員
会
に
つ
い
て
は
、

構
成
委

員
の
半
数
は
過
半
数
労
組
等
の
推
薦
を

受
け
た
者
を
選
ぶ
必
要
が
あ
り
ま
す
。

事
業
主
は
、
１
年
以
内
に
１
回
、

退
職

手
当
の
支
払
準
備
状
況
に
つ
い
て
委
員

会
に
報
告
し
ま
す
。

努
力
義
務
で
あ
る
保
全
措
置
で
す
が
、

そ
の
履
行
状
況
は
ど
う
な
っ
て
い
る
の

で
し
ょ
う
か
。

冒
頭
で
ご
紹
介
し
た
就

労
条
件
総
合
調
査
に
よ
る
と
、

「社
内

準
備
の
み
」
の
企
業
の
う
ち
１６
・
７
％

で
保
全
措
置
を
講
じ
て
い
ま
し
た
。

保

全
措
置
な
し
の
企
業
８３
・
８
％
の
う
ち
、

一２
●
３
％
で
は

「保
全
措
置
を
講
じ
な

い
こ
と
に
つ
い
て
労
使
協
定
を
締
結
」

し
て
い
ま
し
た
。

社
内
積
立
等
は
努
力
義
務

金
融
機
関
等
と
保
全
契
約

安
に
な
り
ま
す
。

労
働
者
保
護
の
た
め
、

賃
金
支
払
確

保
法
で
は
、

「退
職
手
当
の
保
全
措
置
」

を
定
め
て
い
ま
す

（第
５
条
）
。

対
象

と
な
る
の
は
、

「労
働
契
約

・
労
働
協

約

・
就
業
規
則
そ
の
他
に
よ
り
退
職
手

当
を
支
払
う
こ
と
を
明
ら
か
に
し
た
」

代
表
者
）
と
、

賃
確
法
に
よ
る
保
全

措
置
に
よ
ら
な
い
旨
の
協
定
を
結
ん

だ
事
業
主

対
象
と
な
る
事
業
主
に
つ
い
て
も

「努
力
義
務
」
に
と
ど
ま
り
ま
す
が
、

そ
の
履
行
す
べ
き
措
置
内
容
を
確
認
し

幸
千
レ
ょ
う
。


